
【区分表】

　特別養護老人ホームけやきの里ショートステイサービス

　10床（1ユニット）※特養空室利用もあり

　〒270-1173　我孫子市青山417番

　（特別養護老人ホーム　けやきの里に併設）

04-7181-1110

【サービス単位】1単位＝10.33円(6級地）

要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5

※　介護職員処遇改善加算(Ⅰ)：所定単位数にサービス別加算率(8.3％）を乗じた単位数。

※　★印は対象となる場合のみ算定します。

【食　費】

4段階 3段階② 3段階① 2段階 1段階 朝食 昼食 夕食

1,600円 1,300円 1,000円 600円 300円 350円 690円 560円

【滞　在　費】 【その他の費用】

4段階 3段階 2段階 1段階

2,500円 1,310円 820円 820円

976単位838単位764単位696単位649単位

737単位 806単位

★認知症行動・心理症状緊急対応加算

★長期利用者提供減算

58単位

—30単位

★医療連携強化加算

874単位

けやきの里　ショートステイサービスのご案内 

事業所名

　介護保険制度上のサービスの種類

事業所番号

523単位

1272701689

FAX番号 04-7181-1120

　介護予防/短期入所生活介護（併設型ユニット短期生活　Ⅰ）

理美容

200単位

テレビレンタル代

食費内訳

908単位

8.3%

2.7%

596単位 665単位

実施の場合

184単位

120単位

18単位

150円/日

サービス提供体制強化加算(Ⅱ）

送迎加算

★緊急時短期入所受入加算

夜勤職員配置加算(Ⅱ）ロ

併設型
短期入所生活介護費(Ⅱ)

※　空室利用のみ

18単位

★若年性認知症受入加算90単位

介護職員処遇改善加算(Ⅰ）

446単位 555単位

夜勤職員配置加算(Ⅳ）ロ 20単位

利用定員数

サービスの提供場所

電話番号

滞在費

食 費

介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ）

併設型ユニット
短期入所生活介護費(Ⅰ)



【サービス利用料金表(1日あたり）目安】ユニット

要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5

5,403 6,705 7,190 7,893 8,657 9,380 10,083

4,862 6,034 6,471 7,103 7,791 8,442 9,074

541円 671円 719円 790円 866円 938円 1,009円

4,641円 4,771円 4,819円 4,890円 4,966円 5,038円 5,109円

要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5

5,403 6,705 7,190 7,893 8,657 9,380 10,083

4,322 5,364 5,752 6,314 6,925 7,504 8,066

1,081円 1,341円 1,438円 1,579円 1,732円 1,876円 2,017円

5,181円 5,441円 5,538円 5,679円 5,832円 5,976円 6,117円

要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5

5,403 6,705 7,190 7,893 8,657 9,380 10,083

3,782 4,693 5,033 5,525 6,059 6,566 7,058

1,621円 2,012円 2,157円 2,368円 2,598円 2,814円 3,025円

5,721円 6,112円 6,257円 6,468円 6,698円 6,914円 7,125円

※　サービス料金の1日あたりは、あくまでも目安となっております。加算等によりサービス利用料は、

　　 利用日数などにより変動がございます。

滞在費 滞在費

ユニット 従来型

4段階 1,600円 2,500円 855円

3段階② 1,300円 1,310円 370円

3段階① 1,000円 1,310円 370円

2段階 600円 820円 370円

1段階 300円 820円 0円

５．　居住費 2,500円

６．　自己負担額合計(３＋4＋5）

（　３割　）

１．　サービス利用料

２．　介護保険給付額

３．　自己負担額(1－2の額）

４．　食事自己負担額 1,600円

６．　自己負担額合計(３＋4＋5）

1,600円

市町村民税世帯非課税の老齢福祉年受給者
生活保護受給者

市町村民税世帯非課税であって、課税年金収入額と
合計所得金額の合計が80万円以下の方

市町村民税世帯非課税であって、課税年金収入額と
合計所得金額の合計が120万円超の方

下記以外の方

食費

２．　介護保険給付額

３．　自己負担額(1－2の額）

４．　食事自己負担額

５．　居住費 2,500円

（　1割　）

1,600円

2,500円

１．　サービス利用料

３．　自己負担額(1－2の額）

４．　食事自己負担額

５．　居住費

（　２割　）

６．　自己負担額合計(３＋4＋5）

１．　サービス利用料

２．　介護保険給付額

市町村民税世帯非課税であって、課税年金収入額と
合計所得金額の合計が80万円超120万円以下の方

2021.8.1


